
相続・争族対策
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（平成11年、国税庁調べ）�

生命保険は遺産分割をスムーズにします。�

相続財産の7割は不動産です 

相続財産の分割は可能ですか？�

現金・預貯金など�

�

土地�
（宅地・田畑など）�

有価証券�

その他�

家屋・構築物�

63.4％�

14.3％�

8.5％�
4.6％�

9.2％�

相続税が必要ない場合でも、相続人が複数いる方は�
遺産分割の準備が必要です。��

一軒の自宅を兄弟で分割することはできません。�

終 身 保 険�

！�

加入� 万一の場合、即保険金�

サラリーマンの方で���
土地・建物など分割しにくい�
財産をお持ちの方は�

ファイナンシャル�
　　  プランニング�
　　　　    サービス�
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